
条例における特別地域の設定状況（概要／令和元年１０月１日施行） 
 

事業の種類 すべての事業に共通の地域 事業の種類によって対象とする地域（規則による規定） 

・道路（４車線以上の新設・４車線以上の改築） 

・鉄道及び軌道 

・飛行場 

 

(条例による規定) 

・自然公園法の規定により指定

された国立公園又は国定公園 

 

・鳥取県立自然公園条例の規定

により指定された特別地域 

 

・鳥取県自然環境保全条例の規

定により指定された県自然環

境保全地域 

 

・鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律の規

定により指定された特別保護

地区 

 

(規則による規定) 

・ハマナス自生南限地帯 

○・小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、

盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園 

 ・保育所、幼保連携型認定こども園 

 ・病院及び患者の収容施設を有する診療所 

 ・上記施設の周囲１ｋｍの区域 

○ 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地

域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層

住居専用地域 

・ダム、堰、湖沼水位調節施設及び放水路 

・公有水面の埋立て及び干拓 

・土地区画整理事業 

・流通業務団地造成事業 

・工業用地、住宅用地その他の宅地の造成 

○ 中海湖沼水質保全指定地域等 

○  湖山池水質管理計画の対象地域 

○  東郷池水質管理計画の対象地域  

・発電所（水力・火力・地熱） 

・廃棄物焼却施設、し尿処理施設、廃棄物最終処分場 

・畜産団地造成事業 

・ゴルフ場又はスキー場、その他の運動・レジャー施設 

・工場等の設置 

○ 中海湖沼水質保全指定地域等 

○  湖山池水質管理計画の対象地域 

○  東郷池水質管理計画の対象地域 

○ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の

保全に関する特別措置法に規定する指定水域及び

指定地域 

・発電所（太陽光） ○ 森林法第 2 条第 1 項に規定する森林 

・道路（４車線以上の新設・４車線以上の改築を除く） 

・発電所（風力） 

・岩石等採取事業 

○ なし 

・条例別表第６号から第１３号までに掲げる２以上の事業

の種類を併せて行う事業 

○ 併せて行う事業の種類に応じ、それぞれの事業の対

象とする地域 

 


